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（令和5年10月審査～令和6年3月審査）



～はじめに～

〇国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）では、保険医療機関から診療報酬の請求としてレセプトを受付、請求

内容（厚生労働省の告示・通知に係る内容）の確認を実施しています。

〇また、連合会診療報酬審査委員会では、請求された診療内容が医学的に妥当か否か審査委員による審査を実施しています。

〇確認及び審査により請求されたレセプトは、必要に応じて“査定”または、“返戻”といった対応をさせていただいてお

ります。

〇今般、査定の代表的事例について、令和5年10月審査から令和6年3月審査までの審査結果について情報提供させていただきます

ので、診療報酬の請求時にご活用ください。

〇なお、審査委員の審査に係る事項については、レセプトにより医学的判断が異なることから、情報提供は控えさせていただ

きますので、予めご了承ください。
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１．区分別査定件数と割合

≪Ａ査定：医学的に適応外 Ｂ査定：医学的に過剰・重複 Ｃ査定：医学的に不適切 Ｄ査定：告示・通知に合致しない≫

（１）出来高レセプトの査定状況

①入院

②外来
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（２）ＤＰＣレセプトの査定状況

⇒ ○出来高（入院）では、査定件数の内、毎月約１０％がＤ査定となっております。

○出来高（外来）では、査定件数の内、毎月約２３％がＤ査定となっております。

○ＤＰＣでは、査定件数の内、毎月約１６％がＤ査定となっております。

○Ｄ査定（告示・通知）については、算定条件が定められている事項となります。
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２．Ｄ査定の件数が多い診療項目 ※各月、査定の多い診療項目上位３を赤字で記載してあります。

（１）出来高レセプト

①入院

○入院レセプトでは、『内服・処置・検査』において多くの

Ｄ査定が見受けられます。

○上位３項目がＤ査定の約75％を占めています。

○内服では、入院料の包括に伴う査定が多く見受けられます。

○処置では、回数上限に係る査定及び診療行為に包括される

査定が多く見受けられます。

○検査では、回数上限に係る査定及び併算定不可に係る査定

が多く見受けられます。

○主な査定と請求時の注意点を別紙１に記載しますので、請

求時に内容のご確認をお願いします。



②外来

○外来レセプトでは、『再診・医学管理・検査』において

多くのＤ査定が見受けられます。

○上位３項目がＤ査定の約70％を占めています。

○再診では、再診料の加算に係る査定が多く見受けられま

す。

○医学管理では、算定要件を満たさない査定及び回数に係

る査定が多く見受けられます。

○検査では、回数上限に係る査定及び包括に係る査定が多

く見受けられます。

○主な査定と請求時の注意点を別紙１に記載しますので、

請求時に内容のご確認をお願いします。
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（２）ＤＰＣレセプト

○ＤＰＣレセプトでは、『内服・検査・入院基本料』に

おいて多くのＤ査定が見受けられます。

○上位３項目がＤ査定が平均約54％を占めています。

○内服では、入院料の包括に伴う査定が多く見受けられます。

○検査では、包括に係る査定及び回数に係る査定が多く見受

けられます。

○入院基本料では、回数上限に係る査定が多く見受けられ

ます。

○主な査定と請求時の注意点を別紙１に記載しますので、

請求時に内容のご確認をお願いします。
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～終わりに～

〇今回、６ヶ月分の“告示・通知に係る査定（Ｄ査定）”の多い項目について情報提供させていただきました。

〇保険医療機関の適正な請求に繋がることを目的に定期的に情報提供させていただきます。

〇毎月該当機関に送付させていただいてる“増減点・返戻通知書”にＤ査定の理由を記載させていただいている項目もあり

ますが、不明な点等がありましたら本会審査課までお問い合せください。

～問い合わせ先～

山梨県国民健康保険団体連合会

担当課：審査課

℡ 055-223-2114
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